
 

          次期こども未来計画の策定について 

 

現行計画（計画期間：令和２年度～令和６年度）              次期計画（計画期間：令和７年度～令和１１年度） 

第２期丸亀市こども未来計画                     第３期丸亀市こども未来計画 

 

 

次世代育成支援行動計画 

子ども・子育て支援事業計画                                      

子どもの貧困対策計画 

子ども・子育て支援事業計画 ④ 

次世代育成支援行動計画 ③ 

子どもの貧困対策計画 ② 

子ども・若者計画 ① 

『こども基本法 第１０条』により

子ども・若者計画 を追加する 

●こども基本法における「市こども計画」に関する概要について【こども基本法：令和５年４月１日施行】 

 〇第９条 こども施策に関する大綱 

  国は、施策を総合的に推進するための大綱（基本的な方針・重要事項）を定める。 

 〇第１０条 市の計画（抜粋） 

  ２ 市は、国のこども大綱（令和５年秋策定予定）、県のこども計画を勘案し、市のこども施策についての計画（以下「市こども計画」を定めるよ

う努める。 

  ５ 市こども計画は、①子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に規定する市子ども・若者計画、②子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条 

第２項に規定する市計画＊参照その他法令の規定により市が作成する計画であってこども施策に関するものと一体として作成できる。 

 〇第１１条 こども等の意見の反映 

  地方公共団体は、こども施策の策定等に当たり、こども施策の対象となるこどもや子育て当事者等の意見を聴取して反映させるために必要な措置

を講ずる。 

 ＊参照「その他法令の規定により市が作成する計画であってこども施策に関するもの」の例【こども基本法説明資料（内閣官房こども家庭庁設立準備室）】 

   ③次世代育成支援対策推進法に基づく市行動計画、④子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画 

令和５年７月２６日（水） 

第１回子ども・子育て会議 資料④－１ 


